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Ⅰ.防災活動の仕組み

自治会 防災班長 摘要事項

会長・役員 ボランティア 会員 規程、資料等

１．自主防災管理活動体系図

      （主として水害主体とするその他の災害はこれを準用する）

大項目 小項目 警戒レベル 自治体
会員

役割分担の決定と指示 （別表１ 参照)

・避難場所選定決定

・避難ルートの決定

・情報伝達と避難誘導等

・その他の被害の予測（浸水時３日～１週間

役員を招集し対応策を決める

災害対策本部の設置

テレビ、新聞、インターネットから台風、降雨（大雨）等の情報を知る

（通常の台風と異なる台風の大きさ降雨量など危険の大きさを知る）、

自分の知り得た冠水、氾濫状況の情報提供

どのような防災行動対応をするか、持ち出す備蓄品等の確認と補充

自治体との連絡体制を取る

発令を察し、緊急役員会開催発令

招集指示により対策本部参加

災害対策本部会議開催

（避難の可否、収集情報の開示、役割分担等）

安全に早めに避難させ

たい要避難支援者りスト

の開示、民生委員の所

有リストと突合・確認

災害対策本部長

自分の班の避難対

象者の確認把握

・自主避難者確認

・避難の呼びかけ

誘導

第２次避難開始指示

要支援者（希望対

象者、身体障がい

のあるもの）に近隣

住民との協力、避

難開始

避難路の安全確認情報収集

リーダー指名 健常者への避難指示

リーダー引率

各自避難開始

自宅自由避難者確認

自然災害の

情報収集

災害予知

警戒レベル２

洪水注意報

大雨注意報

（気象庁）
警戒レベル

の予知
自治体から

の発令有無

確認

避難発令予知

氾濫警戒情

報（気象庁等)

避難指示発令

自治体から

（高齢者等避

難） 発令

発令

（避難指示）

発令の準備

（氾濫情報

等）

自治会事前登

録の要支援者

（避難困難者、

希望者）名簿の

再確認

本部長は会長が

兼務

事前に連絡し、準備体制の指示

防災マップと幸

手市ハザード

マップの融合確

認避難ルートの

検討と決定

河川の氾濫避

難に関する正し

い情報を如何

に正しく会員に

伝えるかの方

策設定（安全確

実な避難）

発令

（緊急安全確

保）

（大雨特別警

報）

自らの命を守る最善の行動を取る

避難情報

避難行動

第１次避難開始指示

リーダー引率

幸手防災行政

放送、情報伝達

等による地域タ

イムラインの活

用

タイムラインの

事前確認と活用

警戒レベル１

早期注意情

報（気象庁）

警戒レベル３

発令

(高齢者等避

難)

(幸手市）

警戒レベル４

（幸手市）

警戒レベル５

（幸手市）

危険予知

Ａ

避難場所への避難完了を確認

自治会エリアの被害情報収集・対応

避難開始

自主防災

活動要綱

自主防災細則

（3頁へ）
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自治会 防災班長 摘要事項

会長・役員 ボランティア 会員 規程、資料等
大項目 小項目 警戒レベル 自治体

会員

（別表１）役割分担

本部要員に役割分担に従い活動することを指示する

（役割分担については事前に決め事がなされているこ

避難場所について定められた中から当日の情報に

促した避難場所を選定 誘導員に知らせる

避難ルートについて定められた中からルートを選定、

誘導員に知らせる

誘導員や情報伝達要員は今現在知り得た情報を

会員に伝えながら誘導を行う

救護要員は救護を要する事態が発生したときは応

急措置を講ずる。必要な場合は１１９番に連絡

災害に備え備蓄した食料や機材器具等の必要最小

限の持ち出しとその安全保管を図る

＊避難場所、避難ルート誘導の母集団の大きさ、誘

導方法、 人数等シュミレーションしてみる

Ａ

警戒レベル解除を確認

避難所からの退去の支援

災害対策本部解散と解散の会員周知

避難所生活 避難所

会員の安全確保

健康管理 けが人の有無の確認

自治体の運営規則に従って避難所生活を行う

避難所責任者との協力による避難

所運営

自宅へ戻る指示を促す

自治体協調、被害の対応確認し避

難生活期間を予測する

避難勧告解除を伝える避難勧告等

解除

要支援者を誘導

自治体と連絡を取り、水が引いた

後の復旧作業について情報意見交

換する

調べる範囲で団地内の被害状況を把握し会員に知らせる

出来るだけ支援者を得て各自自宅

の後型付けを行う

被害状況の確認、自治体への連絡

問題点の摘出

防災活動評価会議防災活動評価

今回の防災活動の総括報告

確認

改善案と改善点の評価

復旧作業

市の担当者と協議し退所する

住宅確保の支援

幸手市避難所

運営マニュアル

（2頁より）

 


